
　　　　　　　主　　　文

特許庁が平成一年審判第一八六三二号事件について平成二年一〇月一八日にした審
決を取り消す。
訴訟費用のうち、参加によって生じた部分は補助参加人の負担とし、その余の部分
は被告の負担とする。

　　　　　　　事　　　実

第一　当事者が求める裁判
一　原告
主文と同旨の判決
二　被告
　「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決
第二　原告の請求の原因
一　特許庁における手続の経緯
　原告は、昭和五六年五月一五日、名称を「低温流動性軽油組成物」とする発明
（以下、「本願発明」という。）について特許出願（昭和五六年特許願第七三二六
五号）をし、昭和六一年一二月一〇日特許出願公告（昭和六一年特許出願公告第五
八一一六号）されたが、特許異議の申立てがあり、平成元年七月一日、特許異議の
申立ては理由がある旨の決定と共に、拒絶査定がなされたので、同年一一月一六日
査定不服の審判を請求し、平成一年審判第一八六三二号事件として審理された結
果、平成二年一〇月一八日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決がな
され、その謄本は同年一二月一九日原告に送達された。
二　本願発明の要旨
ａ　混合基原油を常圧蒸留して得られるパラフィン含量が五・五重量％未満の直留
系軽油留分、該留分を水素化脱硫した留分、又は、これらの混合油と、
ｂ　パラフィン基原油又はパラフィン基原油と混合基原油の混合原油を常圧蒸留し
て得られる直留系軽油留分、該留分を水素化脱硫した留分、混合基原油の脱硫軽質
真空ガスオイル留分より成る群から選択される、一種又は二種以上
とを混合し、混合油中のパラフィン含量を五・五～一二重量％に調節し、これに流
動点降下剤を添加して成ることを特徴とする、低温流動性軽油組成物
三　審決の理由の要点
１　本願発明の要旨は、前項記載のとおりである。
２　これに対し、本件出願前に日本国内において頒布された刊行物である。「ＳＴ
ＡＢＩＮＯＬ　ＦＩ　テクニカル・レポート」（住友化学工業株式会社昭和五五年
七月発行。以下、「引用例」という。）には、「パラフィン含量六・五重量％
（「六・三重量％」とあるのは誤記と認められる。）の燃料油（ＤＧＯ－２）に、
流動点降下剤を添加した軽油組成物」が記載されており、流動点降下剤の添加によ
って軽油の流動点が一二・五℃降下することも示されている。
３　ところで、本願発明におけるａの留分又は混合油とｂの留分とを混合させるこ
とについては、本願発明の混合油中のパラフィン含量を五・五～一二重量％に調節
するための普通の態様を示したにすぎない。
　そうすると、本願発明と引用例記載の技術的事項は、軽油中のパラフィン含量に
おいて差異がなく、また、流動点降下剤を添加した低温流動性軽油組成物である点
でも一致しており、構成において異なるところがない。
４　したがって、本願発明は、引用例記載の技術的事項と同一であるから、特許法
第二九条第一項第三号の規定により、特許を受けることができない。
四　審決の取消事由
　審決は、引用例記載の技術内容を誤認した結果、本願発明と引用例記載の技術的
事項が同一であると誤って判断したものであって、違法であるから、取り消される
べきである。
１　引用例記載の燃料油のパラフィン及びその含量について
　審決は、引用例には、パラフィン含量六・五重量％の燃料油に流動点降下剤を添
加した軽油組成物が記載されている、と認定している。
　しかしながら、本願発明にいうパラフィンは、特許出願公告公報（以下「本願公
報」という。）の発明の詳細な説明において定義されているように、「メチルエチ
ルケトンと共に冷却した際に析出分離される成分」（本願公報第三欄第三〇行及び



第三一行）を意味するものである。これに対し、引用例記載のパラフィンは、メチ
ルエチルケトンによる処理が行われていないから、本願発明のパラフィンとは化学
組成を異にする、別異の物質である（【Ａ】ほか一名作成の実験報告書（甲第六号
証。以下「実験報告書Ａ」という。）の第二頁「３・２　パラフィンの組成分析結
果」を参照）。
　この点について、被告は、本願発明の特許請求の範囲に記載されている「パラフ
ィン」はそれ自体技術的にみて明確な用語であって発明の詳細な説明を参酌しなけ
れば理解し得ないものではない、と主張する。
　しかしながら、「パラフィン」という用語は、一般には、飽和炭化水素あるいは
メタン列炭化水素を意味するから、非常に広範囲の化合物の総称である。そして、
石油中には、メタンＣＨ４からヘプタコンタンＣ７０Ｈ１４２くらいに至る、種々
のアルカンが含まれているが、これらはすべて右にいうパラフィンに該当する。
　一方、石油化学分野では、石油を冷却することにより析出分離してくる固形状の
ものを「パラフィン」と称しているが、広義では、天然ろう、マイクロワックス、
ペトロラタムあるいは流動パラフィンまでをも意味することがあり、しかも析出分
離してくる固形状のものを指すとしても、石油に含有されている種々のアルカンの
うちどのアルカンがどのような量含有されるかは、冷却条件等によって異なる。
　このように、「パラフィン」という用語が有する意味は、それが使用される技術
分野によって様々であり、石油化学の技術分野においても多義的に用いられている
から、本願発明の特許請求の範囲に記載されている「パラフィン」はそれ自体技術
的にみて明確な用語であって発明の詳細な説明を参酌しなければ理解し得ないもの
ではない、という被告の主張は失当である。
　そして、本願発明の混合油のパラフィン含量は、本願公報第三欄第三四行ないし
第四〇行に記載されている方法（本願公報記載の測定法）によって測定されたもの
をいう。前記実験報告書Ａにおける「特公法」、すなわち別紙Ａ記載の測定方法
は、本願公報記載の測定法を正確にトレースしたものである。これに対し、引用例
記載の燃料油のパラフィン含量は、【Ｂ】作成の実験報告書（甲第四号証。以下
「実験報告書Ｂ」という。）の第五頁及び第六頁に記載されている、別紙Ｂ記載の
測定法によって測定されたものである。しかしながら、別紙Ａ記載の測定法と別紙
Ｂ記載の測定法は、測定装置、試料の量、冷却時間、●過条件及び●過用フィルタ
ーを異にしているから、それぞれの測定法によって得られた結果を同一の基準で論
ずることはできない（仮に別紙Ａ記載の測定法によって得られた値と別紙Ｂ記載の
測定法によって得られた値を比較してみると、実験報告書Ａの第９表「本実験デー
タ」によれば、後者の値は平均すると前者の値の一・八四倍になる。したがって、
引用例記載の燃料油のパラフィン含量六・五重量％は、本願公報記載の測定法によ
れば約三・五重量％になると考えられ、本願発明が要旨とする「五・五～一二重量
％」に含まれないことは明らかである。）。
　この点について、被告は、別紙Ａ記載の測定法は●過した結晶パラフィンを冷エ
チルアルコールによって洗浄する操作を含んでいるが、本願公報記載の測定法には
冷エチルアルコールによる洗浄操作は含まれていない、と主張する。しかしなが
ら、析出して得られた結晶の量を測定する場合、結晶は溶解しないが油分を溶解す
る溶媒で結晶を洗浄し、結晶に付着している油分を除去することは化学実験におけ
る極めて常套的な手段にすぎず、現に、本願公報記載の測定法である石油学会誌掲
載の装置の操作９において行われ、別紙Ｂ記載の測定法の操作５においても行われ
ているのであるから、被告の右主張は失当である。
　また、被告は、本願公報記載の測定法による値は平均すると別紙Ｂ記載の測定法
による値の一・二二倍となる、と主張する。被告の右主張は、実験報告書Ａの第一
六頁第７表の「洗浄なし（ａ）」の値を、第一七頁第９表の「本実験データ　住化
法（ｂ）」で割って得た数値を論拠とするものと解されるが、前者は溶媒による洗
浄を行わずに得た値であり、後者は溶媒による洗浄を行って得た値であるから、そ
もそも両者は比較の対象となり得ないものである。
　したがって、本願発明と引用例記載の技術的事項は軽油中のパラフィン含量にお
いて差異がない、とする審決の判断は誤りである。
２　本願発明のａ成分とｂ成分を混合する技術的意義について
　審決は、本願発明のａの留分又はその混合油とｂの留分とを混合させることにつ
いては本願発明の混合油中のパラフィン含量を五・五～一二重量％に調節するため
の普通の態様を示したに過ぎない、と判断している。
　低温下で使用されるディーゼルエンジンの配管等が閉塞しないように軽油の低温



流動性を向上させるための種々の手段が講じられているが、従来の技術常識は、パ
ラフィン含量が多い原油の使用を避けるか、油中のパラフィン分を除去するもので
あった。しかるに、本願発明は、パラフィン含量が多いｂ成分を殊更に混合し、混
合油中のパラフィン含量を特定の範囲に調節した上で流動点降下剤を添加すると、
流動点降下剤の添加効果が特定量のパラフィンとの相乗作用によって著しく強まる
という、従来の技術常識に反する知見に基づいて創案されたものである。このよう
に本願発明によれば、パラフィン含量が多いｂ成分をも軽油の製造に利用できるの
で、軽油の増産が可能となる。
　これに対し、引用例は、低温流動性改良剤スタビノール（商品名）を添加した場
合の各種の燃料油の低温における挙動を示したものであって、その中に、「ＤＧＯ
－２」と仮称される燃料油にスタビノールを添加すると流動点がマイナス二〇℃か
らマイナス三二・五℃に降下したこと、ＤＧＯ－２のマイナス二〇℃における結晶
成分量が六・二であることが記載されている。
　しかしながら、引用例には、ＤＧＯ－２がどのような工程で得られた燃料油であ
るか記載されていないし、混合油中のパラフィン含量と流動点降下剤の添加効果の
関係（すなわち、特定の含量のパラフィンが流動点降下剤と相乗的に作用して流動
点降下剤の添加効果を最大限に発揮するとの知見）は示唆すらされていない。そし
て、本件出願当時知られていたことは、種々のパラフィン含量の軽油があること、
及び引用例の燃料油ＤＧＯ－２に流動点降下剤を添加すると流動点が低下したこと
が記載されていることだけであって、軽油配合によるパラフィン含量の調整と流動
点降下剤の使用による流動点の降下との関係は全く知られていなかったのであるか
ら、流動点降下剤との相乗作用により流動点を降下させ低温下で良好な流動性を有
する軽油組成物を得る目的で特定の軽油留分を特定のパラフィン含量になるように
混合することは、普通のこととはいえない。したがって、本件出願当時本願発明が
要旨とする混合油のようにａ成分にパラフィン含量が多いｂ成分を殊吏に混合して
パラフィン含量を特定の範囲に調節するという技術的思想はあり得ないから、本願
発明のａの留分又はその混合油とｂの留分とを混合させることについては本願発明
の混合油中のパラフィン含量を調節するための普通の態様を示したにすぎない、と
した審決の判断は誤りである。
第三　請求の原因の認否、及び、被告の主張
一　請求の原因一ないし三は、認める。
二　同四は、争う。審決の認定及び判断は正当であって、審決には原告が主張する
ような誤りはない。
１　引用例記載の燃料油のパラフィン及びその含有量について
　原告は、本願発明のパラフィンはメチルエチルケトンと共に冷却した際に析出分
離される成分であるが引用例記載のパラフィンはメチルエチルケトンによる処理が
行われていないから両者は化学組成が異なるし、本願発明のパラフィン含量は別紙
Ａ記載の測定法によって測定されたものであるが引用例記載のパラフィン含量は別
紙Ｂ記載の測定法によって測定されたものであって両測定法は測定装置等を異にす
るからそれぞれの測定法によって得られた結果を同一の基準で論ずることはできな
い、と主張する。
　原告の右主張は本願明細書（特許出願公告公報）の発明の詳細な説明の記載を論
拠とするものであるが、本願発明の特許請求の範囲に記載されている「パラフィ
ン」はそれ自体技術的にみて明確な用語であり、「パラフィン含量」も同じく明確
な用語であって、発明の詳細な説明を参酌しなければ理解し得ないものではないか
ら、明細書の発明の詳細な説明の記載を論拠とする原告の前記主張は失当である。
　なお、原告は、実験報告書Ａの第９表「本実験データ」を論拠として、引用例記
載の燃料油のパラフィン含量は本願公報記載の測定法によれば約三・五重量％にな
ると考えられる、と主張する。しかしながら、別紙Ａ記載の測定法は●過した結晶
パラフィンを冷エチルアルコールによって洗浄する操作を含んでいるが、本願公報
記載の測定法には冷エチルアルコールによる洗浄操作は含まれていない。実験報告
書Ａにおいて本願公報記載の測定法を正確にトレースしているのは、第一六頁第７
表の「洗浄なし（ａ）」の方法であって、この測定法による値は、平均すると実験
報告書Ｂ記載の測定法による値の一・二二倍である。したがって、引用例記載の燃
料油のパラフィン含量六・五重量％は、本願公報記載の測定法では七・九重量％と
なり、いずれにせよ本願発明が要旨とする「五・五～一二重量％」の範囲に含まれ
ているのである。
２　本願発明のａ成分とｂ成分を混合する技術的意義について



　原告は、引用例には特定の含量のパラフィンが流動点降下剤と相乗的に作用して
流動点降下剤の添加効果を最大限に発揮するとの知見は示唆すらされてなく、本件
出願当時このことは全く知られていなかったのであるから、本願発明のａの留分又
はその混合油とｂの留分とを混合させることは普通のことといえない、と主張す
る。
　しかしながら、本願発明の特徴は、軽油の種類及び流動点降下剤の種類にかかわ
らず（本願公報第三欄第一三行及び第一四行）パラフィン含量を特定の範囲に調整
した軽油を基油として用いること（同欄第二五行ないし第二八行）に尽きる。そし
て、パラフィン含量が異なる軽油は本件出願前に知られていた（同第四欄第一四行
ないし第一八行）のであるから、パラフィン含量が異なる軽油を適宜に配合して基
油のパラフィン含量を調整することは、当業者ならば適宜に行い得た事項といわざ
るを得ない。したがって、本願発明のａの留分又はその混合油とｂの留分とを混合
させることについては本願発明の混合油中のパラフィン含量を五・五～一二重量％
に調節するための普通の態様を示したに過ぎない、とする審決の判断に誤りはな
い。
第四　証拠関係（省略）

　　　　　　　理　　　由

第一　請求の原因一（特許庁における手続の経緯）、二（本願発明の要旨）及び三
（審決の理由の要点）は、当事者間に争いがない。
第二　そこで、原告主張の審決取消事由の当否を検討する。
一　成立に争いない甲第二号証の一（本願公報）及び第二号証の二（手続補正書）
によれば、本願発明の技術的課題（目的）、構成及び作用効果が左記のように記載
されていることが認められる。
１　技術的課題（目的）
　本願発明は、低温下においても良好な流動性を有する軽油組成物に関する（本願
公報第一欄第一五行及び第一六行）。
　軽油に本来含まれているロウ分（ワックス）は低温になると結晶するので、ディ
ーゼルエンジン用軽油は低温下では流動性が低下して燃料系統が閉塞し、エンジン
停止あるいは始動不能を生じやすい（同第一欄第一八行ないし第二欄第二行）。
　そこで、軽油を含む燃料油の低温下における流動性を改善するため、基油を脱ロ
ウする、あるいは流動点降下剤を添加するなどの手段が提案されている。しかしな
がら、基油の脱ロウは、セタン価の低下、製造処理コスト及び収益の面において好
ましくない。また、流動点降下剤の添加に関する昭和五五年特許出願公開第四八二
九〇号公報、昭和五五年特許出願公開第三三四八〇号公報あるいは昭和四九年特許
出願公開第七八七〇五号公報には、基油の組成が、流動点降下及びフィルター目詰
まり防止に対して顕著な相乗作用をもたらすことは開示されていない（同第二欄第
一一行ないし第三欄第一一行）。
　本願発明の技術的課題（目的）は、軽油の種類及び流動点降下剤の種類に影響さ
れることなく、低温下における軽油の流動性を向上する技術を創案することである
（同第三欄第一三行ないし第一五行）。
２　構成
　本願発明は、右技術的課題（目的）を解決するために、その要旨とする特許請求
の範囲第１項記載の構成を採用したものである（手続補正書四枚目第二行ないし第
一三行）。
　本願発明は、軽油中のパラフィン含量を特定の範囲に調整することが、流動点降
下剤の添加効果を著しく向上させるとの知見に基づくものである（本願公報第三欄
第一六行ないし第二〇行）。
　すなわち、本願発明の特徴は、混合基原油からの軽油留分とパラフィン基原油か
らの軽油留分を混合し、
パラフィン含量を特定の重量％（五・五ないし一二重量％）に調節したものを、基
油として用いる点に存する（同第三欄第二五行ないし第二八行、手続補正書第二頁
第五行及び第六行）。
　ここでいう″パラフィン″とはメチルエチルケトンと共に冷却した際に析出分離
される成分を意味するものであって、軽油中のその含量は左記により測定される
（本願公報第三欄第三〇行ないし第四〇行）。
　軽油中のパラフィンの測定法‥



　試料一ｇにメチルエチルケトン一〇ｍｌを添加して得られる溶液をマイナス二〇
℃に保持した冷却器中に収容して一時間冷却した後、１００ｍｍＨ２Ｏ（ａｂｓ）
で●過し、得られる固体物の重量を秤量する〔測定装置は石油学会誌９（１１）９
０８（１９６６）に掲載の装置を適用〕（以下「本願公報記載の測定法」とい
う。）。
３　作用効果
　別紙図面一は基油としての軽油中のパラフィン含量と流動点降下剤の添加による
流動点降下の関係を示すものであって（本願公報第六欄第三六行ないし第三九
行）、第３図（流動点の降下度）及び第４図（ＣＦＰＰ、すなわち低温フィルタ閉
塞温度（同第七欄初行ないし第三行参照）の降下度）に示すように、パラフィン含
量が五・五ないし一二重量％の範囲において、流動点及びＣＦＰＰの降下度が顕著
に大きくなる（同第七欄第三五行ないし第四〇行）。すなわち、パラフィン含量を
特定範囲に調整することが重要な意味を持つのである（同第八欄第一六行及び第一
七行）。
　本願発明によれば、パラフィン基原油系の軽油あるいは関節脱硫された真空軽油
を自動車用軽油に適用することができ、軽油の増産及び流動点降下剤の添加量の低
減が可能である（同第三欄第二一行ないし第二四行）。換言すれば、軽油増産に当
たって最も障害となる低温流動性の問題を、少量の流動点降下剤の使用によって効
果的に解消するとともに、南方産あるいは中国産のようなパラフィン基原油から得
られる軽油留分（及び／もしくは間接脱硫装置から得られる脱硫真空軽油）と、中
東系原油から得られる低パラフィン軽油を併用することによって、軽油の増産を行
うことができるのである（同第八欄第二七行ないし第三九行）。
二　本願発明の混合油のパラフィン及びその含量について
　原告が、本願発明にいう「パラフィン」は本願明細書の発明の詳細な説明に定義
されているように「メチルエチルケトンと共に冷却した際に析出分離される成分」
であり、「混合油中のパラフィン含量」は本願公報記載の測定法によって測定され
たものをいう、と主張するのに対し、被告は、本願明細書の特許請求の範囲に記載
されている「パラフィン」はそれ自体技術的にみて明確な用語であり、「混合油中
のパラフィン含量」も同じく明確な用語であって発明の詳細な説明を参酌しなけれ
ば理解し得ないものではないから、明細書の発明の詳細な説明を論拠とする原告の
主張は失当である、と主張する。
　そこで検討するに、特許出願に係る発明が特許法第二九条第一項に定める特許要
件を具備するかの判断に当って、同項所定の発明との対比のために必要な当該出願
に係る発明の要旨の認定は、明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてすることを
要し、その記載のみでは発明の技術的意義を明確に理解することができないなどの
特段の事情があるときに限り、明細書の発明の詳細な説明及び図面を参酌すること
ができるというべきである。
　ところで、成立に争いない甲第七号証によれば、石油学会編「改訂新版　石油用
語集」（株式会社朝倉書店昭和四六年五月一日発行）の第一八三頁右欄には、「パ
ラフィン」はパラフィンろう、あるいは飽和炭化水素のことであると記載されてい
ることが認められ、成立に争いない甲第八号証によれば、化学大辞典編集委員会編
「化学大辞典　７」（共立出版株式会社昭和四二年二月一日発行）の第一七六頁右
欄には、「パラフィン」はメタン列炭化水素、あるいは固形パラフィン（パラフィ
ンロウ）のことであると記載されていることが認められる。
　また、成立に争いない甲第一〇号証によれば、大木道則ほか編集「化学大辞典」
（株式会社東京化学同人平成元年一〇月二〇日発行）の第一八〇一頁左欄には、
「パラフィン」は「アルカン」と同義であることが記載され、第一〇六頁右欄に
は、「アルカン」について、「炭素どうしの結合がすべて単結合である飽和炭化水
素のうち、炭素骨格か環式構造を含まず鎖式構造のみのものはアルキル基と水素と
の化合物とみなされるのでアルカンという。（中略）一般にＣｎＨ２ｎ＋２の分子
式で表され、その最低級員がメタンＣＨ４であることからメタン列炭化水素（中
略）ともいう。（中略）アルカンの天然資源として最も重要なものは天然ガスおよ
び石油である。（中略）石油はメタンからへプタコンタンＣ７０Ｈ１４２ぐらいに
至る種々の炭化水素の混合物である。（中略）アルカンは可燃性で、常温ではＣ１
～Ｃ４は無色無臭の気体、Ｃ５～Ｃ１７は液体、それ以上の高級アルカンはろう状
の白色固体である。（中略）気体状のものは燃料として、液状のものはガソリン、
軽油などとして用いられる。固体のものはパラフィンとして軟膏基剤、顕微鏡標本
の固定やろうそく、防水材料などとして用いられる。」と記載されていることが認



められる（なお、右「化学大辞典」は本件出願後に刊行された文献であるが、その
記載内容及び弁論の全趣旨に徴すると、本件出願当時の技術常識を示すものと考え
られる。）。
　さらに、成立に争いない甲第一一号証によれば、石油・石油化学用語研究会編集
「石油・石油化学用語辞典」（石油評論社昭和五二年五月二〇日発行）の第三〇八
頁の左欄から右欄にかけて、「パラフィン」について「たんにパラフィンというと
きはいわゆる固形のパラフィン・ワックスを指すのが普通で、広義には天然ろう、
マイクロワックス、ペトロラタムおよび流動パラフィンまで含むことがある。パラ
フィン・ワックスは含ろう原油の減圧蒸留留出油を原料として、脱ろう、脱油、脱
色および不純物除去の工程を経て得られる結晶質の飽和炭化水素（炭素数１８～３
０）で、分子量が小さいものほどノルマル・パラフィン炭化水素が多く含まれてい
る。」と記載され、第三〇九頁左欄には、「パラフィン・ワックス」について「石
油から分離された結晶性パラフィンの製品。
パラフィン基原油の含ろう油留分から適当な脱ろう法によって分けられた粗製品
（軟ろうまたは粗ろう）を脱油し硫酸およびか性ソーダ洗浄、白土処理によって脱
色、精製する。」と記載されていることが認められる。
　以上の文献の記載を総合して考えると、「パラフィン」という用語が有する最も
普通の意味は、アルカン（すなわち、飽和炭化水素のうち炭素骨格が鎖式構造のみ
のものであって、一般式ＣｎＨ２ｎ＋２で表される。）であると理解すべきであ
り、いわゆるファインケミカルの技術分野においては、「パラフィン」という用語
はこのような意味のものとして一義的に定まるということができる。被告が「パラ
フィン」はそれ自体技術的にみて明確な用語であると主張するのも、このような意
味においてであると考えられる。
　しかしながら同時に、以上の文献によれば、いわゆる石油化学の技術分野におい
ては、「パラフィン」という用語は、パラフィン・ワックスの意味で使用されるの
が普通であるが、さらには、ペトロラタムあるいは流動パラフィン等をも含む広義
の意味において使用される場合もあると理解することができる。
　以上のとおりであるから、「パラフィン」という用語の技術的意義は必ずしも常
に一義的に明確に定まるとはいえず、それが使用されている技術分野に即してその
技術的意義を個々的に画定する必要があり、したがってパラフィン含量の測定法も
一つの方法に限定されないのは明らかであって、これらのことは当業者にとって技
術常識に属する事項というべきである。
　これを本願発明についてみると、本願発明の特許請求の範囲には「混合基原油を
常圧蒸留して得られるパラフィン含量」、「パラフィン基原油」及び「混合油中の
パラフィン」とのみ記載されているが、これらの記載から、石油化学の技術分野の
当業者が直ちに本願発明における「パラフィン」とはどのような物質を指すか、そ
の「含量」はどのような方法によって測定するかを一義的に理解することはできな
いと考えられるから、このような場合には、明細書の発明の詳細な説明を参酌して
その技術的意義を理解することが許されるというべきである。
　そして、本願明細書（本願公報）の発明の詳細な説明において本願発明の「パラ
フィン」が「メチルエチルケトンと共に冷却した際に析出分離される成分を意味す
る」と定義され、かつ、「混合油中のパラフィン含量」が本願広報記載の測定法に
よって測定されるべきものと記載されていることは前記のとおりである。したがっ
て、本願発明が要旨とする「パラフィン」は「メチルエチルケトンと共に冷却した
際に析出分離される成分」であり、本願発明が要旨とする「混合油中のパラフィン
含量」は本願公報記載の測定法によって測定された数値をいうと理解すべきもので
ある。
三　引用例記載の燃料油のパラフィン及びその含量について
　一方、成立に争いのない甲第三号証によれば、引用例は、「ＳＴＡＢＩＮＯＬ　
（Ｒ）　ＦＩ　テクニカル・レポート」と題する刊行物であって、「燃料油の低温
流動性改良剤ＳＴＡＢＩＮＯＬ　（Ｒ）　ＦＩの基本的な作用機構を理論および現
象両面から明らかにする中で、その特徴や性質について調べた一連の研究結果をま
とめたもの」であり、「１　モデル・オイル系に於けるＳＴＡＢＩＮＯＬ　（Ｒ）
　ＦＩの挙動」の「２　結晶の分離」の項には別紙図面二第１図が示され、「析出
結晶成分は（第１図）のように冷却しながらガラスフィルターで吸引濾過分離し
た」（第三頁第二行）と記載され、「Ⅱ　燃料油中でのＳＴＡＢＩＮＯＬ　（Ｒ）
　ＦＩの挙動」の「１　検討燃料油とＳＴＡＢＩＮＯＬ　（Ｒ）　ＦＩ」の項に
は、燃料油ＤＧＯ－２の蒸留曲線（同第１１図）、流動点降下剤無添加、添加によ



る流動点変化（同第４表）、ｎ｜ｐ組成とＣＦＰＰ等の関係（同第６表）、結晶成
分量（同第７表）が示されていることが認められる。そして、成立に争いない甲第
四号証によれば、実験報告書Ｂの第一頁第六行には別紙Ｂ記載の測定法が「住友化
学法（甲第一号証に記載の方法）　第３表参照」と記載され、右にいう「住友化学
法」は引用例記載の方法を意味すると認められるところ、同実験報告書は引用例の
作成者である被告補助参加人（住友化学工業株式会社）の千葉研究所主席研究員
【Ｂ】によって作成されたものと認められる（実験報告書Ｂの表紙の第三行ないし
第五行）。したがって、別紙Ｂ記載の測定法は、引用例記載の燃料油のパラフィン
含量の測定法を正確にトレースしたものと解することができる。しかるに、別紙Ｂ
記載の測定法がパラフィンをメチルエチルケトンと共に冷却し析出分離しているこ
とを認めるに足りる証拠はないから、引用例記載のパラフィンは、本願発明にいう
パラフィンとは別異の物質というべきである。
　現に、成立に争いない甲第六号証（原告の水島製油所試験研究室室長【Ａ】ほか
一名作成の実験報告書Ａ）の第一四頁の第２｜３図及び第一五頁の第５表によれ
ば、別紙Ｂ記載の測定法によって分離されたパラフィンのノルマルパラフィン炭素
数一八から二〇にかけてピークが現出するのに対し、別紙Ａ記載の測定法（同号証
の第一頁第一三行ないし第一六行によれば、別紙Ａ記載の測定法は本願公報記載の
測定法を正確にトレースしたものと認められる。）のうち「洗浄あり」の方法によ
って分離されたパラフィンのノルマルパラフィンが炭素数一九から二一にかけてピ
ークが現出することが認められ、両者は化学組成を異にすることがうかがわれるの
である。念のため付言するに、別紙Ｂ記載の測定法は操作５においてエチルアルコ
ールによる洗浄が行われているから、これと対比する別紙Ａ記載の測定法による値
も、実験報告書Ａの前記図及び表の「浄洗あり」を採用するのが当然である。
　そして、別紙Ａ記載の測定法と別紙Ｂ記載の測定法を対比すれば、両者は●過用
フィルターの種類（Ｇ３タイプとＧ４タイプ）、及び、吸引●過時の圧力（１００
ｍｍＨ２Ｏと５ｍｍＨｇ以下）を異にしており、これらの測定条件の差異によっ
て、得られるパラフィンの量が異なるであろうことは当然に予測される。しかしな
がら、前記のように本願発明にいうパラフィンと引用例記載のパラフィンはそもそ
も別異の物質といわざるを得ないから、右のような測定条件の差異について論ずる
までもなく、本願発明と引用例記載の技術的事項は軽油中のパラフィン含量におい
て差異がないとした審決の認定を是認することはできない。なお、別紙Ａ記載の測
定法によって得られた値と別紙Ｂ記載の測定法によって得られた値の比率を求め、
引用例記載の燃料油のパラフィン含量六・五重量％が本願公報記載の測定法によれ
ばどの程度の数値となるかを推算することも、別紙Ａ記載の測定法によって得られ
る値と別紙Ｂ記載の測定法によって得られる値の間に一定の相関関係があることが
明らかにされていない以上、合理性を持つ議論ではないというべきである。
四　以上のとおりであるから、本願発明と引用例記載の技術的事項は軽油中のパラ
フィン含量において差異がないことを前提として、本願発明は引用例記載の技術的
事項と同一であるとした審決の認定判断は、その余の点について論ずるまでもなく
誤りであって、審決は違法なものとして取消しを免れない。
第三　よって、審決の違法を理由にその取消しを求める原告の本訴請求は正当であ
るからこれを認容することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法第七条、
民事訴訟法第八九条、第九四条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判官　竹田稔　春日民雄　佐藤修市）
別紙　図面等省略


